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サービスを御利用の皆様 
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注１）相談支援拡大スケジュール（予定） 

時期 対象 

①  平成２４年３月時点において、サービス利用計画作成費の支給決定を受けて

いた方  

②  平成２４年３月以前のサービス利用計画作成費の対象要件に該当する方  

③  地域移行支援・地域定着支援を利用される方  

平成２４年４月～  

①  療育センターとその他のサービスを組み合わせて利用される方  

①  全ての障害福祉サービスを利用される方のうち、相談支援事業者によるサー

ビス等利用計画の作成を希望される方  
平成２４年７月～  

②  療育センター以外の障害児通所支援を利用される方  

③  療育センターを新たに利用される方  

①  訪問系サービスを利用される方全て  

②  通所系サービスを利用される方全て  

③  共同生活援助・共同生活介護利用者全て  
平成２５年４月～  

③  ３月まで療育センターを利用されていて、４月以降も引き続き利用される方

平成２６年４月～  
①  施設入所支援・療養介護利用者全て  

②  短期入所利用者全て  

平成２７年４月～ サービスを利用される方全て 

 

障害者自立支援法と児童福祉法が改正されたことにより、平成２４年４月から障害福

祉サービスや障害児通所支援の利用にあたって、利用計画の作成、利用状況や利用効果

の定期的なモニタリングを行う相談支援事業者を御利用いただくことになりました。

本市においては、国の指針を受けて、次のスケジュールで、平成２７年３月までにサ

ービスを利用される全ての皆様が対象となるよう、体制の整備を行ってまいります。 

※希望される方につきましては、スケジュールに関わらず御利用い

ただけます。詳しくは区役所又は相談支援事業所に御相談ください。



＜平成２４年７月以降の基本的な流れ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○区役所・支所の窓口でサービス等の利用申請をしてください。 

○区役所・支所は、皆様に「サービス等利用計画案・障害児支援利用計画案提出依頼

書」をお渡しします。 

○川崎市の指定を受けた相談支援事業者に、計画案の作成について御相談し、契約し

てください。 

○相談支援事業者は、依頼を受けて「サービス等利用計画案」又は「障害児支援利用

計画案」を作成し、皆様にお渡しします。内容については、事業者がきちんと説明

をして、皆様から御同意をいただきます。 

○区役所・支所に、事業所から交付された計画案、申請に必要な書類及び「計画相談

支援・障害児相談支援依頼書（変更）届出書」を提出してください。 

○区役所・支所は、皆様から受け取ったサービス等利用計画案又は障害児支援利用計

画案の内容等を参考にして支給決定を行います。支給決定が行われたときは、「決

定通知書」及び「受給者証」を交付します。 

○相談支援事業者は、受給者証等の内容に基づき、サービス事業者等と連絡調整等を

行い、「サービス等利用計画」又は「障害児支援利用計画」の確定版を作成します。

○皆様は、サービス事業者と契約し、サービスを利用します。 

○相談支援事業者は、受給者証に記載されている期間ごとに、計画が適切であるか等

について皆様と一緒に検証（モニタリングといいます）し、必要に応じて計画の見

直しを行います。 

計画が変更される際には、変更後の計画（案）と申請に必要な書類を 

区役所・支所に提出してください。 

相談支援事業者を変更する際には、「計画相談支援・障害児相談支援 

依頼書（変更）届出書」と変更前の受給者証を区役所・支所に提出してください。

区役所・支所に申請される前に、直接相談支援事業者に御相談いただく 

ことも可能です。 



注２）

身 知 精 児

障害者生活支援センターふじみ 川崎区大島1-8-6 233-9949 246-0941 ○

生活支援センターわーくす大師 川崎区東門前1-11-6 277-5444 270-5944 ○

地域生活支援センターアダージオ 川崎区砂子2-5-7 山鉄ビル3階 223-5063 223-5065 ○

障害者生活支援センターこぶし 幸区小倉3-4-17 599-8121 599-8823 ○

障害者生活支援センターきたかせ 幸区北加瀬1-31-5 580-3080 580-6267 ○ ○ ○

障害者相談支援事業所つくし 幸区北加瀬2-11-17 588-8898 580-1662 ○

地域生活支援センターりっぷる 幸区小向西町3-50-3 548-0189 兼用 ○

合資会社ライフパートナーさいわい 幸区神明町1-14 レジデンス吉田101号 201-8311 201-8312 ○ ○ ○

障害者生活支援センターようこう 中原区井田3-16-1 750-3136 750-3138 ○

障害者生活支援センターはくよう 中原区北谷町12 グレースピアヤワタ102号室 201-6821 201-6825 ○

みやうち生活支援センター 中原区宮内1-25-1 740-2817 740-2819 ○

川崎市生活訓練支援センターカシオペア 中原区井田3-16-1 754-4557 兼用 ○

障害者生活支援センターわかたけ 高津区久地2-15-11 811-2520 811-1990 ○

障害者生活支援センターたかつ 高津区溝口1-18-16 844-4171 813-3266 ○

くさぶえ障害者生活支援センター 高津区末長1289 888-6692 853-6901 ○

障害者生活支援センターかじがや 高津区梶ヶ谷5-8-27 853-5166 853-6142 ○

障害者相談支援事業所やまぶき 高津区子母口373 799-1669 兼用 ○

たかつ生活支援センターまんまる 高津区坂戸1-6-38 ウイングⅠ １Ｆ 272-8326 272-8327 ○

障碍者生活支援センターらいむらいと 宮前区宮崎2-13-35 モア宮崎101号室 870-5236 870-5237 ○

障害者生活支援センターながお 宮前区神木本町2-15-6 856-6811 856-6815 ○ ○ ○

地域生活支援センターオリオン 宮前区土橋3-1-6 富士見プラザフォンテーヌ鷺沼1F 862-6267 862-6268 ○

障害者生活支援センター中野島 多摩区中野島6-13-5 935-1703 935-1706 ○ ○ ○

ＫＦＪ多摩障害者生活支援センター 多摩区登戸2249-1 930-4572 934-1166 ○

障害者相談支援事業所あかね 多摩区布田29-30 945-7610 兼用 ○

障害者生活支援センターホルト・長沢 多摩区長沢1-5-14 976-4123 975-6690 ○ ○ ○

はぐるま支援センター 多摩区菅馬場1-19-24 第１ひめゆり荘201 946-1450 兼用 ○

川崎授産学園生活支援センター 麻生区細山1209 955-7851 954-6463 ○

障害者生活支援センター柿生 麻生区五力田2-20-10 987-1794 987-1510 ○

しんゆり生活支援センター 麻生区上麻生3-22-12 952-5451 952-4507 ○

川崎市南部地域療育センター 川崎区日進町5番地1 211-3181 230-1945 ○

川崎市北部地域療育センター 麻生区片平5-26-1 988-3144 986-2082 ○

川崎市中部地域療育センター 中原区井田3-16-1 754-4559 788-9263 ○

川崎西部地域療育センター 宮前区平2丁目6番の1 865-2905 865-2955 ○

あおぞら生活支援センターいっしょ 川崎区京町1-16-25 328-7363 366-7254 ○ ○ ○ ○

ほっとライン 川崎区桜本1-8-22 379-1037 270-6128 ○ ○ ○ ○

フルライフスマートケア川崎 高津区久本3-9-6 リンクスビル2階 299-7425 814-1168 ○ ○ ○

サポートセンターロンド 多摩区登戸2981 930-0160 930-0128 ○

相談支援センタードリーム 多摩区南生田4-12-3 976-2860 976-2971 ○

いろはにこんぺいとう 多摩区生田7-9-2 生田第二ビル2階 299-7727 933-5559 ○ ○ ○ ○

ソレイユ川崎相談支援事業所 麻生区細山1203 959-3003 954-5581

ノーマ・ヴィラージュ聖風苑
障害者生活支援センター

○○

自
立
支
援
法

966-2612麻生区百合丘2-8-2
北部リハビリテーションセンター2階

百合丘地域生活支援センター
「ゆりあす」

川崎市れいんぼう川崎
障害者生活支援センター

739-0807

兼用

888-8649

川崎市中部身体障害者福祉会館
障害者生活支援センター

733-9676

宮前区東有馬5-8-10

川崎区大島1-4-14 222-8281

888-8849

中原区小杉御殿町2-114-1

平成２４年７月１日現在（平成２５年４月から変更予定）

重症心身障害児・者

＜川崎市の指定を受けている相談支援事業者一覧＞

主たる対象

○

○

ＦＡＸ

○

自
立
支
援
法
＋
児
童
福
祉
法

事業所名 事業所所在地 電話

○281-6641

○○

○

○



注１） 

訪問系サービス 通所系サービス 療育センター以外の障害児通所支援 

居宅介護 生活介護 児童発達支援 

同行援護 就労継続支援Ａ型 放課後等デイサービス 

行動援護 就労継続支援Ｂ型 

重度訪問介護 就労移行支援 

重度障害者等包括支援 自立訓練 

保育所等訪問支援 

※平成２４年度は行っておりません。 

 

注２） 

事業所の定める主たる対象 身：身体障害 知：知的障害 精：精神障害 児：児童 

お手持ちの受給者証に記載されているサービス名と照合してください。


